
議案第５２号

向日市国民健康保険条例等の一部改正について

向日市国民健康保険条例等の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２５年１１月２７日提出

向日市長 久 嶋 務



条例第 号

向日市国民健康保険条例等の一部を改正する条例

（向日市国民健康保険条例の一部改正）

第１条 向日市国民健康保険条例（平成５年条例第５号）の一部を

次のように改正する。

附則第６条中「延滞金の」の次に「年１４．６パーセントの割

合及び」を加え、「各年の前年の１１月３０日を経過する時にお

ける日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号

の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４パーセント

の割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租税特別措置

法第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下同じ」に、「その年中におい

ては、当該特例基準割合（当該割合に０.１パーセント未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。」を「その年（以下「特例

基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割

合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パ

ーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの

割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの

割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合」に改める。

（向日市後期高齢者医療に関する条例の一部改正）

第２条 向日市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第１

号）の一部を次のように改正する。



附則第４項中「延滞金の」の次に「年１４．６パーセントの割

合及び」を加え、「各年の前年の１１月３０日を経過する時にお

ける日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号

の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４パーセント

の割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示

された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下

同じ」に、「その年中においては、当該特例基準割合（当該割合

に０.１パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。」を「その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中に

おいては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該特例基準

割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を

加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３

パーセントの割合」に改める。

（向日市介護保険条例の一部改正）

第３条 向日市介護保険条例（平成１２年条例第３号）の一部を次

のように改正する。

附則第２条中「延滞金の」の次に「年１４．６パーセントの割

合及び」を加え、「各年の前年の１１月３０日を経過する時にお

ける日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号

の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４パーセント

の割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示



された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下

同じ」に、「その年中においては、当該特例基準割合（当該割合

に０.１パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。」を「その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中に

おいては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該特例基準

割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を

加算した割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３

パーセントの割合」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の向日市国民健康保険条例附則第６条、向日市後期高齢

者医療に関する条例附則第４項及び向日市介護保険条例附則第２

条の規定は、延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応

するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについて

は、なお従前の例による。
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〈参 考〉

向日市国民健康保険条例の一部改正（第１条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

附 則 附 則

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例）

第６条 当分の間、第２８条に規定する延滞金の年１４． 第６条 当分の間、第２８条に規定する延滞金の

６パーセントの割合及び年７.３パーセントの割合は、 年７.３パーセントの割合は、

同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年 同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の

の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定により告 前年の１１月３０日を経過する時における日本銀行法

示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合を （平成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定

いう。以下同じ により定められる商業手形の基準割引率に年４パーセン

。）が年７.３パーセン トの割合を加算した割合をいう。）が年７.３パーセン

トの割合に満たない場合には、その年（以下「特例基準 トの割合に満たない場合には、その年中においては、当

割合適用年」という。）中においては、年１４．６パー 該特例基準割合（当該割合に０.１パーセント未満の端

セントの割合にあっては当該特例基準割合適用年におけ 数があるときは、これを切り捨てる。

る特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当

該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場

合には、年７．３パーセントの割合）とする。 ）とする。

向日市後期高齢者医療に関する条例の一部改正（第２条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

附 則 附 則

１～３ 略 １～３ 略

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例）

４ 当分の間、第６条に規定する延滞金の年１４．６パー ４ 当分の間、第６条に規定する延滞金の

セントの割合及び年７.３パーセントの割合は、同条の 年７.３パーセントの割合は、同条の

規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年 規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の
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に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条 １１月３０日を経過する時における日本銀行法（平成９

第２項の規定により告示された割合に年１パーセントの 年法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定により定

割合を加算した割合をいう。以下同じ められる商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合

。）が年７.３パーセントの割合 を加算した割合をいう。）が年７.３パーセントの割合

に満たない場合には、その年（以下「特例基準割合適用 に満たない場合には、その年中においては、当該特例基

年」という。）中においては、年１４．６パーセントの 準割合（当該割合に０.１パーセント未満の端数がある

割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基 ときは、これを切り捨てる。

準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合と

し、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準

割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算

した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合に

は、年７．３パーセントの割合）とする。 ）とする。

向 日 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 改 正 （ 第 ３ 条 関 係 ）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

附 則 附 則

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例）

第２条 当分の間、第７条に規定する延滞金の年１４．６ 第２条 当分の間、第７条に規定する延滞金の

パーセントの割合及び年７.３パーセントの割合は、同 年７.３パーセントの割合は、同

条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の 条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（各年の前

前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９ 年の１１月３０日を経過する時における日本銀行法（平

３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセン 成９年法律第８９号）第１５条第１項第１号の規定によ

トの割合を加算した割合をいう。以下同じ り定められる商業手形の基準割引率に年４パーセントの

。）が年７.３パーセントの 割合を加算した割合をいう。）が年７.３パーセントの

割合に満たない場合には、その年（以下「特例基準割合 割合に満たない場合には、その年中においては、当該特

適用年」という。）中においては、年１４．６パーセン 例基準割合（当該割合に、０.１パーセント未満の端数

トの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特 があるときは、これを切り捨てる。

例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合

とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基

準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年７．３パーセントの割合を超える場合に

は、年７．３パーセントの割合）とする。 ）とする。


